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多 度 津 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

 

 

 平成３０年９月２０日午前８時５５分より午前９時２０分、多度津町農業委員会の会議を

多度津町役場２階第一会議室において開催する。 

 その状況は次のとおり 

 

 

議案第１号   農地法第１８条第６項の規定による通知及び使用貸借解約 

通知について（報告） 

 

議案第２号   農地法第３条の規定による許可申請について 

  

議案第３号   農地法第５条の規定による許可申請について 

 

議案第４号   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地 

利用集積計画の決定について 

 

議案第５号   農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項に基づく 

農用地利用配分計画案に対する意見の決定について 

 

報告      その他 
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出 席 状 況 

出 席 委 員 

 農業委員（１４名） 

議  長  秋 山 義 充 

職務代理者（２番）  土 田 敏 雄 

職務代理者（３番）  大 島  弘 

４番委員  山 﨑 義 行 

５番委員  斯 波 明 美 

６番委員  塩 入 達 彦 

７番委員       香 川  篤 

 ８番委員  亀 山  均 

 ９番委員  大 谷 泰 則 

１０番委員  三 野 敏 彦 

１１番委員  横 關 幹 夫 

１２番委員       矢 野 和 幸 

１３番委員  松 浦 俊 正 

１４番委員  中 村  稔 

 

 農地利用最適化推進委員（８名） 

  １番委員             堀 家  徹 

 ２番委員  塚 本 繁 造 

 ３番委員       大 西 和 芳 

 ４番委員  山 地 正 夫 

 ５番委員  松 岡 安 男 

  ６番委員  篠 原 壽 雄 

 ７番委員  村 井 文 数 

 ８番委員  松 井  求 

 

欠 席 委 員 

   農業委員（０名） 

  農地利用最適化推進員（０名） 

 

  

農業委員会事務局職員 

         事務局長  土井 真誠 

農地係長  吉田 清司 

         主事    西岡 知美 
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審 議 内 容 

事務局長 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

6番委員 

 

 

 

 

 

 皆さんおはようございます。 

 定刻前ですが、皆さんおそろいですので、ただいまより多度津町農業委員

会定例会を開催いたします。 

 開催に当たりまして、秋山会長よりご挨拶を申し上げます。 

 おはようございます。 

 きょうはちょっと雨ということで、ここまだ二、三日、四、五日は雨が続

くようでございますが、稲刈りの時期になりまして、天候関係も非常に気に

なるところでございますが、稲刈り中心にまた作業が大変かと思います。そ

ういう中、委員の皆様方にはご出席いただきましてありがとうございます。 

 最近は農政のほうも安定しとるようでございますが、どっちかといえば保

険関係とか、また研修も事務局のほうが用意して、普及所が薦めているＧＡ

Ｐです。どちらにせよ農政、大変な事業に携わっている我ら農業委員会とい

たしまして、それらに対応して時代に合うたようにと思うところでございま

す。 

 それでは早速ではございますが、開会いたしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 ありがとうございます。 

 それでは、本日の農業委員会定例会の出欠でございます。本日は１４名全

ての委員さんのご出席を賜っております。 

 次に、本会議の成立でございますが、出席委員は１４名中１４名でござい

ますので、多度津町農業委員会規則第６条にございます過半数に達しており

ますので、本会が成立していることをご報告いたします。 

 それでは、議長の選出でございますが、多度津町農業委員会規則第４条に、

会長は議長となり、議事を整理することになっておりますので、秋山会長に

お願いいたします。 

 それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

 まず、署名委員の選出でございますが、例によりまして私のほうより指名

させていただきます。署名委員でございますが、１１番の横關委員さん、 

１２番の矢野委員さん、よろしくお願いいたします。 

 それから、議案に入ります前に、昨日の小委員会の報告のほうを塩入委員

さんよろしくお願いいたします。 

 おはようございます。 

 それでは、昨日の小委員会の報告をいたしたいと思います。 

 きのう９時、定例の時刻にここへ集まりました。それで、秋山会長、それ

から大島、土田両職務代理、それから事務局のほうから土井局長、吉田係長

がまず集まりまして、今回小委員会で調査すべき案件の説明を受け、それか

ら現地のほうへ向かいました。 
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

職務代理者(3番) 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 今回、現地で調査いたしましたのは、２号議案、これは農地法第３条申請

です、これが１件、それから３号議案で、農地法第５条になります、これが

２件。合わせて３件の現場を審査いたしました。現場的には別段問題になる

ような点はございませんでした。それから再びここへ帰りまして、事務局の

西岡さんも加わりまして、ほかの案件の説明をいただきまして協議した結

果、どの案件も別段、特段の問題はないというような結論に達しましたけど

も、今から事務局のほうから詳しい説明があると思いますが、委員の皆様よ

ろしくご審査をお願いしたいと。 

 それから、ちょっと言い忘れましたけど、当番委員の私塩入と篠原委員が

現地調査並びにきのうの小委員会に参加いたしました。言うのがおくれまし

て申しわけございません。 

 報告は以上にいたします。 

 ありがとうございました。 

 それでは、議案に移らさせていただきます。 

 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知及び使用貸借解約

通知についてを議題といたします。よろしくお願いいたします。 

 ここで議案書の備考欄の追記をお願いできたらと思います。 

 議案第１号、番号３番の備考欄に「合意解約」との記載がありますが、お

近くに「戦前からの小作地」と追記をお願いします。申しわけございません。 

 では、議案第１号をごらんください。 

【議案第１号１番から４番について 議案書を基に朗読】 

 補足といたしまして、番号１番と２番につきましては、賃借権の合意解約

になります。番号３番は、戦前からの小作地を当事者の合意に基づいて解約

するものです。番号４番につきましては、借り手を変更し、機構を通して貸

借予定です。以上です。 

 ３番については戦前からの小作ということで、委員の皆さんに参考になれ

ばということで、これも例によりまして地元委員さんからお願いします。 

 この人はちょっと●●で、●●●●をして、もう田んぼをしたくておれん

のですけど、●●●●が大事と言われたので、そのままお返ししたようにな

っとります。それで●●●●とこも水系がちょっと違うので、田んぼは息子

がしないというので、●●●●●●●●にお願いするように相談がありまし

たので、進めまして、円満に解決しとります。 

 ありがとうございます。 

 １号議案、報告案件ということでご理解いただきたいと思います。 

 続きまして、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

農業委員会等に関する法律の第３１条の議事参与の制限の関係で該当い

たします●●委員さん一時退席をお願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

議長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（●●委員退席） 

 議案第２号をごらんください。 

      【議案第２号１番について 議案書を基に朗読】 

 補足といたしまして、番号１番の理由につきましては、譲り渡し人は労力

不足としており、譲り受け人は経営規模の拡大となります。 

 以上１件の申請につきましては、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障は生じないと考えます。また、取得後の全ての農地を利

用すること、機械、労働力、技術、通作距離も近く問題がないこと、農業委

員会が定める下限面積の３，０００平米も取得する農地を含めて超えている

ことから、農地法第３条第２項各号の不許可には該当せず、許可要件を全て

満たしていると考えます。 

 以上です。 

 皆さんのほうから何かご意見、ご質問等ございましたらご発言いただきた

いと思います。特段ございませんか。 

（なし の声あり） 

 ないようでございましたら、議案第２号を承認することにご異議ございま

せんか。 

（異議なし の声あり） 

異議なしということで、議案第２号を承認といたします。 

（●●委員着席） 

 ●●さんが帰られたので、次に進めさせていただきます。 

 続きまして、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について。 

    【議案第３号１番から２番について 議案書を基に朗読】 

 番号１番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明します。 

 農地の区分と目的につきましては、都市計画法の用途地域であることか

ら、第３種農地であると判断しております。転用理由として、貸し駐車場と

なっておりまして、まず農地の区分と目的につきましては適当であると判断

しております。 

 その他の基準についてですが、工事着工は平成３０年１１月１日、工事完

了が平成３１年１０月１日の予定となっていますので、転用の確実性は認め

られます。資金計画ですが、土地代等で合計１，６００万円となっており、

資金証明書を添付しております。また、転用面積については１，０００平米

以上のため、開発許可の協議に該当しますが、駐車場用地の場合は協議を行

う必要はありません。 

 補足といたしまして、転用事業者の●●●自身が経営している●●●●へ

の貸し駐車場として転用いたします。主な会社の業種といたしまして、とび
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議長 

 

推 1番委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

職や土木工事となっております。 

 続きまして、番号２番の農地法に基づく転用許可の検討事項について説明

します。 

 農地の区分と目的につきましては、都市計画法の用途地域内であることか

ら、第３種農地であると判断しております。転用理由として、介護施設とな

っておりまして、まず農地の区分と目的につきましては適当であると判断し

ております。 

 その他の基準についてですが、工事着工は平成３０年１１月１０日、工事

完了が平成３１年９月３０日となっていますので、転用の確実性は認められ

ます。資金計画ですが、造成費、建築費等で合計５，０００万円となってお

り、資金証明書を添付しております。転用面積につきましては１，０００平

米以上のため、開発許可の協議に該当いたします。 

 補足といたしまして、施設の概要といたしましては、多度津町介護保険事

業計画に基づいて募集を行い、実施予定者の決定を町より受けました。訪問

介護の対象者のうち、状態の悪い患者を宿泊させたり通所させる施設であ

り、宿泊室９部屋、また施設利用者も多く見込めるため、転用申請に及びま

した。 

 以上２件につきまして、今回の転用は集団農地を分断するものではないと

考えられ、また被害防除計画も適切であると考えられるため、周辺の農地に

支障はないことなどから許可要件を全て満たしていると考えております。 

 以上です。 

 事務局より説明がございましたが、皆さんのほうから何かご意見等ござい

ましたらお願いいたします。 

 もう２年ぐらい前から●●●●のほうから、売ってくれというて。とりあ

えず去年だったかな、駐車場の向こう、●●●●の向こうで転用させてもろ

うて、駐車場をつくって、まだ駐車場も方々の寿町の中でも買っとるし、ば

らばら借りてる。そういうなんで、もう２年ぐらい前から売ってくれという

んやけど、本人がなかなか、うんと言わない。ようやく今回まとまって、立

会もしたんやけど、ほんで解決済みとなって、問題はないということです。 

 用途地域やけんな。 

 ほかに皆さんのほうからございませんか。 

（なし の声あり） 

 特段ないようでございましたら、議案第３号を承認することにご異議ござ

いませんか。 

（異議なし の声あり） 

 異議なしということで、議案第３号を承認といたします。 

 続きまして、最近、４号、５号関連しとるので、一括提案させていただき

ます。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

推 7番委員 

議長 

推 7番委員 

議長 

 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の決定について、あわせまして第５号議案 農地中間管理事

業の推進に関する法律第１９条第２項に基づく農用地利用配分計画案に対

する意見の決定についてを議題といたします。お願いいたします。 

 議案第４号をごらんください。 

 経営基盤強化促進法に基づき、農用地利用集積計画になります。土地所有

者が香川県農地機構へ貸し付けをいたします。貸付期間といたしましては、

全て平成３０年１０月１日から平成４０年９月３０日までの１０年間の貸

し付けとなっております。合計といたしまして、３件で１３筆１万７３６平

米となっております。 

 以上３件の計画要請の内容は、経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしておりますので、特段問題はないかと考えます。 

 次に、議案第５号をごらんください。 

 農地中間管理事業の資料となっております。農地利用配分計画案となって

おり、農業委員会において意見聴取することになっています。先ほどの農用

地利用集積計画で香川県農地機構が借り受けをした農地１３筆１万７３６

平米のうち、１筆１，１７４平米を●●●●●●●●●●●●に、１１筆８，

３２６平米を●●●●に、１筆を●●●●●●●●●●●●●●に、２筆１，

０４２平米を●●●●に貸し付けをいたします。農業委員会の承認を得ます

と、９月２５日より公告縦覧となります。 

 補足といたしまして、１４番と１５番についてご説明します。 

 こちらは、平成２９年１月に●●●●さんと香川県農地機構、香川県農地

機構と●●●●さんの父である●●●●さんで貸借が設定されました。です

が、借り手の●●●●さんの死亡により、香川県農地機構と●●●●さんの

貸借が自動消滅しました。貸し手である●●●●さんと香川県農地機構の貸

借は消滅せず、存在したままとなるので、今回は借り手のみの貸借の設定を

する予定となっております。なので、終期もほかとは異なり平成３９年１月

３１日となっておりますが、●●●●さんと香川県農地機構との貸借で設定

された期間となりますので、問題はないかと思われます。 

 以上です。 

 議案４号、５号、皆さんのほうから何かご意見、ご質問等ございましたら

ご発言いただきたいと思います。 

 今の事務局の説明で理解していただいたかな。きのうも小委員会に出たん

ですけど、１４番、１５番は、●●●●、オリーブつくっとる人やな。 

 そうそうそう。 

 奥さんがずっと出よって、お父さんは……。 

 ●●●●の奥さんがオリーブのほう。 

 それで、●●●●●から息子さんに譲ったんやな。 
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推 7番委員 

議長 

職務代理者（3番） 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そう、うん。 

 それと、●●●●のは、お父さんから息子さんにということか。大島さん。 

 ●●●●は●●●の親に貸しとったんじゃな。それを今度、息子に引き継

いだんや。 

 他に４号、５号、よろしいですか。 

（なし の声あり） 

 なしということで、議案第４号、議案５号を承認することにご異議ござい 

ませんか。 

（異議なし の声あり） 

 特段ご異議ないということで、議案第４号、あわせて議案第５号を承認と

いたします。 

 続きまして、その他ということで、事務局よりお願いいたします。 

 それでは、事務局より１件ほど、相続届についてご報告させていただきま

す。 

 今月は相続届が２件提出されております。関係書類については個人情報の

絡みもありますので、小委員会に出席された委員さんと担当地区の委員さん

にお配りしております。配付資料をお持ちの委員さんは、お取り扱いに十分

ご注意ください。もし不要であれば、事務局にお返しください。 

 ●●●●より、妻の●●●●へ相続したという届け出と、●●●●より、

子の●●●●へ相続したという届け出です。 

 以上です。 

 引き続き、来月の予定につきましてご報告いたします。 

 １０月の小委員会は、１８日木曜日の午前９時から第１会議室で行いま

す。当番委員は、７番香川委員、推進委員７番の村井委員にお願いいたしま

す。 

 定例会は、翌１９日金曜日の午前９時からこの第１会議室で行います。署

名委員さんは、１３番の松浦委員、１４番の中村委員、４番の山﨑委員のう

ち２名の方にお願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、私のほうから１点ほどご報告がございます。 

 会長の挨拶にもございましたように、県内の視察研修についてでございま

す。農業委員会では県内の視察研修を年１回行っておりますが、本年度、現

在日程調整中で申しわけございませんが、１２月５日か６日、この２日間の

うちどちらかで、現在視察研修のほう計画を進めておりますので、また皆さ

んのご参加のほどよろしくお願いできたらと思います。 

 視察研修の視察先につきましては、三豊市にあります西讃農業改良普及セ

ンター及び観音寺市の●●●●●●●●●●●を予定しております。研修の

内容につきましては、ＧＡＰの推進についてを考えております。詳しい日程

につきましては、また１０月の農業委員会でお知らせをいたしますが、町の
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議長 
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マイクロバスとステーションワゴンのほうを利用しまして、研修先まで向か

っていきたいと考えております。 

 事務局からは以上です。 

 ということで議事日程、予定していたのは以上でございますが、全体を通

しまして皆さんのほうから何かございましたら。 

 この閉会後にちょっと時間をいただいて、先月の宿題を機構の宮武さんが

来て話があるということでお願いしたらと思います。 

 全体を通して皆さんのほうから何かございましたら。 

（なし の声あり） 

 ないようでしたら、これで閉会したいと思います。どうもありがとうござ

いました。 
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以上で、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証明します。 

 

  

議  長                              

 

 

署名委員                              
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事務局長                              
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